
 

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第３０条第７項の規定に基づき、令和５年１２月に収去

した肥料の検査結果の概要を次のとおり公表する。 

 

 

【特殊肥料】 

特殊肥料の

指定名 

生産業者、輸入業者もしく

は販売業者または表示者 

届出名 

（商品名） 

検査の結果 

備考 全窒素 

（％） 

全りん酸 

（％） 

全加里 

（％） 

炭素窒素

比 

水分 

（％） 

たい肥 野村畜産 牛ふん堆肥 1.76 2.01 2.27 13.60 32.47  

 

 

 


